
1．窓口又は郵送での交付請求（※）

変更前 変更後

登記事項の証明書 ８００円 ５５０円

登記されていないことの証明書 ４００円 ３００円

２．オンラインによる交付請求（※）

　(1) 登記事項の証明

変更前 変更後

紙の証明書 ４９０円 ３８０円

電子的な証明書 ４４０円 ３２０円

　(2) 登記されていないことの証明書

変更前 変更後

紙の証明書 ３３０円 ３００円

電子的な証明書 ２８０円 ２４０円

３．納付方法

平成２３年４月１日から収入印紙で納付していただくこととなりますが，当分の間，
お手持ちの登記印紙も使用することができます。

　平成２３年４月１日から，「登記手数料令等の一部を改正する政令」の施行
に伴い，成年後見登記の証明書手数料額が引き下げられます（下表参照）。

（注）オンラインによる交付請求は，東京法務局民事行政部後見登録課で取り扱っています。

手数料額（１通につき）

証明書の種類

証明書の種類

手数料額（１通につき）

証明書の種類
手数料額（１通につき）

（※１）窓口での交付請求は，東京法務局民事行政部後見登録課及び東京法務局以外の各法務局・地方法務局の戸籍課
　　  で取り扱っており，郵送での交付請求は，東京法務局民事行政部後見登録課で取り扱っています。
　　　 なお，郵送で請求する場合には，返信用封筒（あて名を書いて，切手を貼ったもの）も同封してください。
（※２）変更前の金額で請求を行った場合，返金を求める際には，別途償還請求の手続が必要になりますので，印紙を購
　　　入するときは注意してください。

成年後見登記に係る

証明書手数料額の変更（引下げ）について
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